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［刑事訴訟法Ⅱ］ 

【事例】 

同じ会社の同僚であるＡとＢとＣが、２０２３年４月１日午後４時頃、東京都千代田区神保町の交差

点付近の歩道を歩いていると、その交差点でスポーツカーと自家用軽自動車との衝突事故が発生した

（以下「本件事故」という。）。この事故により自家用軽自動車の運転手Ｖは全治６ヵ月の大けがを負っ

た。現場付近にいたＡとＢとＣは、本件事故を間近で目撃した。 

その後、スポーツカーの運転手である被告人Ｘは、自動車運転過失致傷罪で起訴され、その公判にお

いて、Ｘの対面信号が事故当時何色であったかが争点となった。 

 

【小問（1）～（2）に関する事実】 

Ａは検察側の証人として出廷し、「事故当時、信号は赤でした。」と証言した。この証言に対して、Ｘ

の弁護人甲は、Ａ証言の証明力を争うとして、以下の証拠の証拠調べを請求した。裁判所は、これらの

証拠を採用することができるか。 

（1）Ｂの「信号は青だった。」という旨の供述が記載されているＢ作成の書面。 

（2）弁護人甲が、その弁護士事務所でＡから事故の状況を聞き、「信号は青であった。」旨のＡの供述を

録取した書面。なお、甲は、捜査機関が行うような読み聞かせや、書面への署名押印を求めるなど

の手続はとらなかった。 

 

【小問（3）に関する事実】 

弁護人側の証人として証人Ｃが「事故当時、信号は青だった。」と証言した。この証言に対して、証人

尋問後に検察官がＣの取調べを実施し、その次の公判期日においてＣの証言の証明力を争うとして、以

下の証拠の証拠調べを請求した。裁判所は、この証拠を採用することができるか。 

（3）Ｃの「実は事故当時、信号は赤だった。」との供述を検察官が録取した書面。 

 

【小問（4）に関する事実】 

検察官は、「事故当時、信号は赤でした。」というＢの供述の記載された検察官面前調書を証拠として

提出した。Ｘの弁護人甲は、当該証拠の証明力を争うとして、以下の証拠の証拠調べを請求した。裁判

所は、この証拠を採用することができるか。 

（4）Ｂの「信号は青だった。」との供述を警察官が録取した書面。 

以 上  

 

 

 

 

 

 

2023年 5月 28日 

担当：弁護士 林 寛之 
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第１ 小問（１） 

１ 証人Aが公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」

という証言を弾劾するために、B の「信号は青だった。」

という旨の供述が記載されている B 作成の書面を 328 条

により証拠として採用することができるか。328 条の対象

が自己矛盾供述に限られるかが問題となる。 

２ 328 条の趣旨は、自己矛盾供述を公判廷供述の証明力を

弾劾するために用いるのであれば、供述内容の真実性を

問題にすることなく、同一人物が同一の事項について、公

判廷外において公判廷供述と矛盾した供述を行ったとい

う事実を証明することで、公判廷供述が信用できないこ

とを立証することができるので、当該証拠はそもそも非

伝聞となるところ、自己矛盾供述であっても弾劾証拠と

して用いることは許されないという厳格な立場もありえ

るため、そのような考え方を採らないことを注意的に確

認的するところにある。 

  したがって、328 条の対象は自己矛盾供述に限られると

解する。 

３ 本件では、証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号

は赤でした。」という証言を弾劾するために、B の「信号

は青だった。」という旨の供述が記載されている B 作成の

書面が用いられている。B の「信号は青だった。」という

旨の供述が記載されている B 作成の書面は弾劾の対象で

ある証人 A の自己矛盾供述を内容とするものではないの

で、328 条によって証拠採用することはできない。 

第２ 小問（２） 

１ 証人 Aが公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」

という証言を弾劾するために、弁護人甲が、その弁護士事

務所で A から事故の状況を聞き、「信号は青であった。」

旨の A の供述を録取した書面を用いることができるか。

当該書面は、供述録取書であり、甲は、捜査機関が行うよ

うな読み聞かせや、書面への署名押印を求めるなど録取

の伝聞性を解消する手続をとっていない（321 条 1 項参

照）。328 条の弾劾証拠として用いる証拠には厳格な証明

を要するか問題となる。 

２ 補助事実は、厳格な証明を要する実質証拠とは異なる

ものの、実質証拠の証明力に大きな影響を及ぼすことを

鑑みると、実質証拠と同様にその証明には厳格な証明を

要すると解する。 

３ 本件では、甲は、捜査機関が行うような読み聞かせや、

書面への署名押印を求めるなどの手続をとっておらず、

二重の伝聞性が残ってしまっているので、厳格な証明の

様式をみたしておらず、328 条によって証拠採用すること

はできない。 



 

－3－ 
 

第３ 小問（３） 

１ 証人 C の「事故当時、信号は青だった。」との証言に対

して、C の「実は事故当時、信号は赤だった。」との供述

を検察官が録取した書面をもって弾劾することができる

か。当該供述録取書は、証人尋問後に検察官が C の取調

べを実施して作成したものであるが、このような証人の

証言後に証人を取り調べて弾劾証拠を作出することは公

判中心主義に反するのではないか、328 条の弾劾証拠とし

て用いることのできる証拠の作成時期が問題となる。 

２ 確かに、328 条は文言上時期の制限を課していない。し

かし、証人の証言後に取調べをして弾劾証拠を作出する

ことを認めることは、本来公判中心主義や当事者対等の

原則に反する。 

  したがって、虚偽の証言がなされた理由が判明した等

特段の事情がない限り、証言後の証人を取り調べて異な

る内容の供述調書を作成し、これを 328 条により請求す

ることは認められないと解する。 

３ 本件では、C が証言当時、虚偽の証言をしていたなどの

事情がない限り、328 条によって証拠採用することはでき

ない。 

第４ 小問（４） 

１ 「事故当時、信号は赤でした。」という B の供述の記載

された検察官面前調書に対し、B の「信号は青だった。」

との供述を警察官が録取した書面をもって証明力を争う

ことができるか。328 条は「公判準備又は公判期日におけ

る被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うため」と

規定しているため、同条の類推適用の可否が問題となる。 

２ 328 条は、弾劾の対象を「公判準備又は公判期日におけ

る被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うため」と

定めているため、公判廷外で作成された供述録取書の証

明力を争う場面で、同条を直接適用することはできない。

もっとも、弾劾の対象が公判廷供述であれ、それ以外の供

述録取書等であれ、異なる機会に同一人が同一の事項に

ついて矛盾する内容の供述をしている事実をもって、当

該人物の供述の証明力が減殺されることに変わりはない。 

  したがって、自己矛盾供述をもって公判廷外で作成さ

れた供述録取書の証明力を争う場合は、328 条が類推適用

されると解する。 

３ 本件では、「事故当時、信号は赤でした。」という B の

供述の記載された検察官面前調書に対し、自己矛盾供述

である B の「信号は青だった。」との供述を警察官が録取

した書面をもって証明力を争うことができる（328 条類推

適用）。 

以上 

2023 年 5 月 28 日 

担当：弁護士 林 寛之 
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採点項目 小計 配点 得点

〔小問1〕 (10)

論点に気づけているか（328条の対象は自己矛盾供述に限られるか否か） 4

自説の立論（趣旨を指摘できているか・規範を立てられているか） 4

あてはめ 2

〔小問2〕 (10)

論点に気づけているか（328条の証拠には厳格な証明を要するか） 4

自説の立論 4

あてはめ 2

〔小問3〕 (10)

論点に気づけているか（弾劾証拠の時期的限界） 4

自説の立論（反対説の問題意識への言及等） 4

あてはめ 2

〔小問4〕 (10)

論点に気づけているか（328条類推適用の可否） 4

自説の立論（文言上直接適用できないこと・条文の趣旨が妥当すること） 4

あてはめ 2

裁量点 (10) 10

合　計 (50) 50
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＜明大法曹会予備試験答練 刑事訴訟法Ⅱ 解説レジュメ＞ 
 
第1 出題の趣旨 
 本問では刑事訴訟法第 328 条弾劾証拠の論点を出題しました。この論点は、平成 29 年新司法試験で出

題がなされています。「論点は 10 年で一巡する。」という言葉にならい、受講生は一度出題された問題に

ついては、本番までに徹底的に潰しておき、未知の出題のように見えて、実は刷り直しただけの問題に

は、きちんと気づくことができるよう万全の準備をすることが求められています。 

 出題者としては、設問全体を通じ、受講生の刑事訴訟法の基本的な知識・理解、法的思考力を確認し

たいと考えています。 

 

第2 本問の解説 
1 小問（1） 
（1） 思考過程 
 まず事例問題を解くときは、事例より先に設問を読んで何が問われているかを確認しましょう。小問

（1）～（4）までの設問を読んで、ジャンルとしては「伝聞」が問われているとあたりがつきます。伝

聞の中でも何が問われているのかを確認するため、目線を事例の方にうつすと、「X の弁護人甲は、A 証

言の証明力を争うとして、以下の証拠の証拠調べを請求した。裁判所は、これらの証拠を採用すること

ができるか。」という記載が目に入ります。ここまで読むと、本問では 328 条の弾劾証拠が問われている

と確信し、検討に進んでいくことができます。 

 

 ところで、328 条を検討するより前に、伝聞の問題なのだから、まずは伝聞証拠の定義にあてはめるべ

きではないかと思考を進めた方もいるのではないでしょうか。この点については、平成 29 年新司法試験

の採点実感に次のような答案は問題があるという形で紹介されている記載が参考になります。 

 「本事例中に『甲証言の証明力を争うため』に取調べを請求した旨記載され，端的に同条の問題とし

て論述することが求められているのに，それとは無関係に，要証事実は共謀の存在であると設定し，各

証拠は伝聞証拠に当たるとして，同法第 321 条の伝聞例外の要件を満たすかどうかを論述し，伝聞例外

に当たらないとした上で，同法第 328 条の議論に及ぶ答案が相当数見られた。そのような答案からは，

同条の『第３２１条･･･の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても･･･これを証拠

とすることができる。』との文言の規定ぶりに引きずられて，同法第３２８条により証拠とできる証拠は，

同法第３２１条以下の伝聞例外の要件を満たさない証拠でなければならないとの誤解がうかがわれる。」 

 

Q 答案を書く際には、いきなり 328 条の検討ではなく、まず実質証拠として用いることを前提に、①

320 条の伝聞証拠にあたるか。②あたるとして次に 321 条以下の伝聞例外に該当しないかを検討し、

その上で、補助証拠として用いることを前提に、③328 条の検討という順序で書くべきか。 

A 「証明力を争う」（＝弾劾証拠として用いる）と問題設定されているのであれば、端的に 328 条の検

討のみをすれば足りる。但し、問題設定に、弾劾証拠として用いる旨の記載がなく、回答者に証拠の

使用方法を考えさせるような問題であれば、自分で「このように使う場合は～」と仮定して回答する

必要がある。そのような場合は、上記①～③の順序で回答すべきである（具体的な問題設定の状況次
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第では、実質証拠として用いるか、補助証拠として用いるか、いずれか最も有益な使用方法を設定し

て回答すれば足りるという考え方もありえる。）。 

 

 さて、これから本解説レジュメでは 328 条に関する論点を概観していきますが、まずは条文を確認し

ましょう。論点の出発点は条文からはじまります。 

 

刑事訴訟法第 328 条 

 第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつて

も、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証

拠とすることができる。 

 

 小問（1）では、証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」という証言を弾劾するため

に、B の「信号は青だった。」という旨の供述が記載されている B 作成の書面が用いられています。 

 A と B とで言っていることが食い違っており、確かに、このように食い違った証言・書面が出てきた

場合、A の証言は証明力が減殺されるようにも思えますが、このようなケースで証明力が減殺されると

本当に言っていいのでしょうか。論点を先取りしてしまいますが、328 条については、自己矛盾供述に限

られるのか（A 自身の発言の食い違いに限られる）、何ら限定はないのか（A 自身の発言の食い違いでも

証明力が減殺されることがある）という論点があります。しかし、この点について 328 条は明文ではな

んの規定もしていません。さて、どのように考えればいいでしょうか。結論としては、自己矛盾限定説

によって答案を書くことになりますが、各説の理由づけを確認しておきましょう。答案には限定説の論

拠をきちんと示すことができれば合格です。 

 

Q 328 条の対象となる弾劾証拠は自己矛盾供述に限られるか（限定説 vs 非限定説） 

A 限られる（限定説＝確認規定説）。 

論拠： 

① 自己矛盾供述を公判廷供述の証明力を弾劾するために用いるのであれば、供述内容の真実性を問題

にすることなく、同一人物が同一の事項について、公判廷外において公判廷供述と矛盾した供述を

行ったという事実（甲「信号は赤だった。」（公判廷外供述）→甲「信号は青だった。」（公判廷供述））

を証明することで、公判廷供述が信用できないことを立証することができるので、当該証拠はそも

そも非伝聞となる。 

 もっとも、自己矛盾供述であっても、実質証拠として用いる場合（例：「公判廷外供述で『信号は

赤だった』という事実を立証する」）には伝聞証拠になるため、理論上は非伝聞として採用できると

しても、裁判官の予断・偏見により、実質証拠の心証形成に事実上用いられるおそれは否定できな

い（裁判官「『信号は赤だった。』という供述があるし、信じれるかは別にしても、もしかしたら信

号は赤だったのかもしれない…。（＝予断・偏見）」）ので、自己矛盾供述であっても弾劾証拠として

用いることは許されないという厳格な立場もありえる。そこで、328 条はそのような考え方を採ら

ないことを注意的に確認する規定として設けられたものである。 
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② 他者矛盾供述を弾劾証拠として用いる場合、自己矛盾供述を用いる場合と異なり、当該他者の供述

内容が真実であることを前提としなければ、公判廷供述の信用性は減殺されないはずである。他者

矛盾供述を 328 条の対象に含めると、内容の真実性を問題とする以上、本来、伝聞例外の規定に該

当しなければ、実質証拠として用いることはできないにもかかわらず、裁判官の心証上は他者供述

の内容が真実であることが前提に信用性が判断されてしまう。これを許せば、本来は、伝聞例外の

規定に該当しない限り、実質証拠としては用いることのできないはずの供述証拠が実質証拠として

機能し、伝聞法則が骨抜きになるおそれがある。 

 
補足：非限定説（＝伝聞例外説）の論拠 

1 文言や条文の建付け的に非限定説を採用するのが素直である。 

（1） 328 条の文言上、「自己矛盾供述に限る」とは規定していない。 

（2） 以下の①・②からすれば、328 条は、321 条から 324 条の伝聞例外に該当しない伝聞証拠も、証明力を争う目的で用いる場合に限

って、証拠として用いることができる旨の伝聞例外を定めた規定と理解できる。 

① 伝聞法則を定めた 320 条の文言（「321 条乃至 328 条に規定する場合を除いては」）が 328 条を伝聞例外の一種のように規定

していること 

② 328 条が 321 条から 324 条の伝聞例外の最後に位置づけられており、321 条から 324 条の伝聞例外に該当しない伝聞証拠も、

証明力を争う目的で用いる場合に限って、証拠として用いることができると定めていること（「例外の例外」的な位置づけ） 

2 自己矛盾供述に限らず他人の異なる供述でも証明力を減殺することはできる。 

 

（2） 本問のあてはめ 
 ここまでの検討で回答は出せます。 

 328 条で弾劾証拠として用いることができるのは自己矛盾供述に限られるところ、小問（1）では、証

人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」という証言を弾劾するために、B の「信号は青だ

った。」という旨の供述が記載されている B 作成の書面が用いられており、B の「信号は青だった。」と

いう旨の供述が記載されている B 作成の書面は弾劾の対象である証人 A の自己矛盾供述を内容とするも

のではないので、328 条によって証拠採用することはできないという結論になります。 

 

2 小問（2） 
（1） 思考過程 
 小問（2）では、証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」という証言を弾劾するため

に、弁護人甲が、その弁護士事務所で A から事故の状況を聞き、「信号は青であった。」旨の A の供述を

録取した書面を用いようとしています。自己矛盾供述を用いるものですから、これは問題なく採用でき

る…というわけではありません。これみよがしに「なお、甲は、捜査機関が行うような読み聞かせや、

書面への署名押印を求めるなどの手続はとらなかった。」とあります。この事情を踏まえた検討をしなけ

ればなりません。この書面は供述録取書であり、A の署名・押印を要します（321 条 1 項も参照）。 

 

刑事訴訟法第 321 条 1 項 

 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあ
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るものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 

一～二 （中略） 

三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又

は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実

の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下に

されたものであるときに限る。 

 

 このように供述録取書に署名・押印が要求される趣旨は、供述録取書には、供述書と異なり二重の伝

聞性が介在しており、供述者に録取の正確性を確認させて録取に係る伝聞性を解消するところにありま

す。本問で言えば、A の供述過程に加えて、弁護士が A の供述を録取する過程が介在しており、弁護人

が A の供述内容を正確に録取しているのかを A がチェックしていないのであれば、この供述録取書は単

なる弁護人の作文が提出されているにすぎず（＝弁護人の供述書とみる考えもあります）、これをもって

A の証言を弾劾するというのはおかしいのではないか。というのが問題の所在になります。 

 

Q 328 条で別の機会に矛盾する供述をした事実を立証するに際し、厳格な証明を要するか、自由な証明

で足りるか。 

A 厳格な証明を要する。 

前提：厳格な証明…証拠能力を備えた証拠を適式の方法によって取調べる証明方法 

   自由な証明…証拠能力も適式の証拠調べ方法も必要としない証明方法 

論拠： 

 補助事実は、厳格な証明を要する実質証拠とは異なるものの、実質証拠の証明力に大きな影響を及ぼ

すことを鑑みると、実質証拠と同様に厳格な証明を要すると解する。 

 

（2） 本問のあてはめ 
 証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」という証言を弾劾するために、弁護人甲が、

その弁護士事務所で A から事故の状況を聞き、「信号は青であった。」旨の A の供述を録取した書面を用

いようとしていますが、供述録取書であるにもかかわらず、甲は、捜査機関が行うような読み聞かせや、

書面への署名押印を求めるなどの手続はとられておらず、二重の伝聞性が残ってしまっているので、厳

格な証明の様式をみたしておらず、328 条によって証拠採用することはできないという結論になります。 

 

3 小問（3） 
（1） 思考過程 
 自己矛盾供述ではあるので、弾劾は可能といえそうなのですが、何か気持ち悪さが残る結論です。こ

んな後出しが許されるのでしょうか。このような問題は、現場思考問題として、問題の所在に気づいて

いるアピールをしつつ、自分なりに考えを示す必要があります（問題の所在に気づいており自分なりの

考えが示されていれば、どのような立場にたってどのような結論になっていても評価の対象になること

が多いです。）。検察官に不利な証言をした者を、証言後に取り調べ、有利な証言を引き出し、弾劾する

のは、公判中心主義や当事者対等の原則に反するのではないかが問題になります。 
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Q 328 条の弾劾証拠の作成時期は、弾劾対象の証言以前のものに限られるか。 

A 限られない。 

論拠： 

① 328 条は、文言上時期の制限がない（321 条 1 項 2 号後段の文言との対比）。 

② 自己矛盾供述は非伝聞であり、自己矛盾供述の時期を限る理由はない。 

※しかし、学説は、公判中心主義や当事者対等の原則を意識して、否定説が有力です。そこで、実務は、

積極説ベースに、以下の慎重な運用をすることで上記問題意識に応えています。答案上は否定説又は積

極説ベースの実務説でよいと思われます（肯定説でも評価します。）。 

 

【慎重な運用（実務）】 

 虚偽の証言がなされた理由が判明した等特段の事情がない限り、証言後の証人を取り調べて異なる内

容の供述調書を作成し、これを 328 条により請求することは認められない。 

 かかる特段の事情がある場合でも、原則として、再度の証人尋問によりその内容を明らかにすべきで

あり、調書の供述と同趣旨の証言をする見込みがほとんどない場合に限って、328 条によって請求するこ

とを認めると解する。 

 

（2） 本問のあてはめ 
 肯定説に立つ場合は、328 条によって証拠採用することはできるという結論になります。 

 否定説に立つ場合は、328 条によって証拠採用することはできないという結論になります。 

 実務の立場に立つ場合は、虚偽の証言がなされた理由が判明した等特段の事情がない限り、証言後の

証人を取り調べて異なる内容の供述調書を作成し、これを 328 条により請求しても証拠採用することは

できないという結論になります。 

 

4 小問（4） 
（1） 思考過程 
 本問では、これまで弾劾の対象は公判廷での A の証言を対象に検討を進めていましたが、これを A の

供述が録取された検面調書に変更した場合にどのような結論が導き出されるかを検討してもらいたいと

いうものです。これまでの検討と同じく自己矛盾供述だから…と筆を進めた方は、感覚は間違っていな

いのですが、法的な思考を進める土台がなっていないといえます。条文（下線部）をよく読んで反省し

ましょう。まずは条文からはじまると、今回の解説の最初で申し上げたことがあてはまりますね。 

 

刑事訴訟法第 328 条 

 第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつて

も、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証

拠とすることができる。 

 

Q 弾劾の対象は、「公判準備又は公判期日における」供述の証明力を争う場合に限られず、警察官面前
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調書等を対象として弾劾を行うことはできるか。 

A できる。328 条を類推適用する。 

論拠： 

 328 条は対象を「公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述」としているため、

直接適用することはできない。もっとも、弾劾の対象が公判廷供述であれ、それ以外の供述録取書等で

あれ、異なる機会に同一人が同一の事項について矛盾する内容の供述をしている事実をもって、当該人

物の供述の証明力が減殺されることに変わりはない。 

 

（2） 本問のあてはめ 

 「事故当時、信号は赤でした。」という B の供述の記載された検察官面前調書を弾劾するため、B の「信

号は青だった。」との供述を警察官が録取した書面を用いるのも、結局は A の自己矛盾供述を用いて弾劾

を行うので 328 条が類推適用され、証拠採用することはできるという結論になります。 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023年 5 月 28 日 

担当：弁護士 林 寛之 
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講義用レジュメ 

2023/05/28 

弁護士 林 寛之 

1 答案の構造 

（1） ステップ 1 

ｱ 初学者の答案によくみられる構造 

 
ｲ 典型的な問題点 

 法律の理屈を理解したと思っても、正しく文章に起こせなければ、それは理解していない

ことに同じです。以下では、「問題提起」・「規範定立」・「あてはめ」の 3 つの項目によくみ

られる問題点を列挙します。 

 

（ｱ） 「問題提起」 

 条文の指摘がなくどの条文のどの文言の解釈しているのかわからない。 

関連：何の制度を問題にしているのかわからない。 

 いきなり論点が設定され、そこに至るまでの事案分析がない（何故その論点が出てきた

のか答案作成者の思考過程がわからない）。 

 

（ｲ） 「規範定立」 

 予備校の論点ブロックを丸暗記しているのか理由を無駄に沢山書きたがる。 

関連：反対学説（A）の批判をして、「A はダメなので B」という理由づけをする。 

 「～べき」（必要性）を理由にしがち。 

 甲乙や XY 等の問題文の具体的事実が混入している。 

 

（ｳ） 「あてはめ」 

 問題文の事実をそのまま書き写して「以上を総合考慮すれば～である。」と結

ぶ。 

 事実と規範の対応関係が不明確で結論が問いに対応していない。  

•論点指摘（「XはYに甲の引き渡しを求めることがで
きるか。「第三者」の意義が問題となる。」）

①問題提起

•理由①＋理由②＋…＋規範②規範定立

•事実羅列（「事実①＋事実②＋事実③を以上総合考慮
すれば～である。」）

③あてはめ
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（2） ステップ 2 

ｱ 合格水準の答案の構造 

 講師が「よい答案」と考える答案は以下のような内容のものです。 

 
 

ｲ よい答案のイデア 

 以下では、「問題提起」・「規範定立」・「あてはめ」にどのような要素が要求されているの

かを説明します。 

 

（ｱ） 「問題提起」 

 論点にたどり着くまでの条文操作（事実の要件へのあてはめ、効果への言及）

が示されている。これが事案分析で行うべきことです。 

 条文の文言に当てはまらない、考え方がわかれうる、素直に条文にあてはめる

と不都合が生じる等の不都合性（≒解釈の必要性）が示されている。だからこ

そ解釈をすることになります。 

 条文の文言を「 」で抜き出されていること。 

 引用した条文は条・項・号、本文・柱書・但書まで正確に引用されている。 

※ 問題文からいきなり論点は出てきません。必ず事案分析という露払いを行っ

たうえで論点に言及することになるはずです。  

•事案分析（「XA間で売買契約（555条）がなされ、
その後XはYに対しても…甲の登記はXからYに
…。））

•Ⅱ論点指摘（「第三者」（177条）の意義が問題と
なる。」）

①問題提起

•①解釈を要する場合Ⅰ：趣旨＋趣旨と規範をブリ
ッチする理由＋規範

•②解釈を要する場合Ⅱ：許容性＋規範
•③規範や定義を所与のものとしていい場合：定義
又は規範

②規範定立

•事実
•評価
•規範との対応関係

③あてはめ
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（ｲ） 「規範定立」 

 趣旨（許容性）に言及されていること。皆さんが思っている以上に多くの論点の規範が、

趣旨から導くことができます。趣旨から説明するとすっきりまとまります。 

 不必要に過剰な理由づけがないこと。 

 判例の規範が正しく表現されていること。 

 抽象論として展開されていること。 

※ 私は司法試験の答案においては、基本的には「～べき」（必要性）で規範を導くことは

できないと考えます。「困ってるからこうする」、「必要だからこう考える。」それはもは

や立法です。なお、特定の論点の例外はあります。また、学説を打ち立てる際に必要性

に言及することはありえるので学者の立論等は例外です。 

※ 規範定立は抽象論を展開すべきところなので、甲乙や XY 等の問題文の具体的事実は

出すことができません。 

 

（ｳ） 「あてはめ」 

 問題文の事実を適切に意味づけし、自分なりのまとまりに区切って引用していること。 

 まとまりごとに評価を加えること。 

 規範に対応したあてはめになっていること。 

 問題文の問いに対応した結論になっていること。 

 

2 その他「よい答案」を書く上で必要なこと 

 その他によい文章を書くために講師が必要と考えているところをまとめてみました。 

 ナンバリングはきちんと示されているか。 

 日本語や言葉に対する感度を高めているか。 

 分かりやすい・読みやすい文章を心掛けているか。 

 文章には「読み手」が存在しており、「読み手」への配慮をしているか。 

 一文一意を徹底し、単文かつ短文を書けているか（ダメな例：「～が～。」「～なところ

～。」等。本来二文に分けられるものをくっつけている。）。 

 副詞（とても・やはり・大変）等の強調を表す言葉は最初のうちは使わない。副詞はな

くても評価は述べられる（例：×「とても危険な行為であり」、〇「危険な行為であり」）。 

 接続詞は「しかし」「または」「そのため」ぐらいで十分だと思います。「しかしながら」

等は使わない（「しかし」よりも三文字多い。無駄。）。 

 文章にこだわる。「書き手」の答案への哲学・こだわりは文章の美しさに直結します（例：

規範をまとめるときは「したがって」、結論は「よって」で統一。）。 
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3 実際の答案例をみて 

第１ 小問（１） 

１ 証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」という

証言を弾劾するために、B の「信号は青だった。」という旨の供述

が記載されている B 作成の書面を 328 条により証拠として採用す

ることができるか。328 条の対象が自己矛盾供述に限られるかが問

題となる。 

２ 328 条の趣旨は、自己矛盾供述を公判廷供述の証明力を弾劾す

るために用いるのであれば、供述内容の真実性を問題にすること

なく、同一人物が同一の事項について、公判廷外において公判廷

供述と矛盾した供述を行ったという事実を証明することで、公判

廷供述が信用できないことを立証することができるので、当該証

拠はそもそも非伝聞となるところ、自己矛盾供述であっても弾劾

証拠として用いることは許されないという厳格な立場もありえる

ため、そのような考え方を採らないことを注意的に確認するとこ

ろにある。 

  したがって、328 条の対象は自己矛盾供述に限られると解する。 

３ 本件では、証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でし

た。」という証言を弾劾するために、B の「信号は青だった。」とい

う旨の供述が記載されている B 作成の書面が用いられている。B

の「信号は青だった。」という旨の供述が記載されている B 作成の

書面は弾劾の対象である証人 A の自己矛盾供述を内容とするもの

ではないので、328 条によって証拠採用することはできない。 

 

 

 

 

 

いきなり論点には飛びつかない。自己矛盾供述に限るかと
いう論点を提示するにあたり、本問では「A」「B」という
異なる人物が登場することを示す必要がある。本問は 328
条以外の条文に言及する必要はないので事案分析はこの程
度で足りる。 

論点の提示と問題になる条文の指摘をする。 

原則的には「～ところ～」というつなぎ方をするのは望ま
しくない旨述べた。しかし、この一文は趣旨を説明する一
塊の文章であり、確認規定だという点（後半部分）を説明
するにあたり、前半の「～非伝聞となる」の説明が不可欠
なので、文章としてはわけず一息に説明している。 

規範を導く文の頭は「したがって」、結びは「解する」で
統一する。 

問いに対応した結論。本当は「よって～できない。」に
したい。 

あてはめのはじまりは「本件では」で統一する。 
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第２ 小問（２） 

１ 証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」という

証言を弾劾するために、弁護人甲が、その弁護士事務所で A から

事故の状況を聞き、「信号は青であった。」旨の A の供述を録取し

た書面を用いることができるか。当該書面は、供述録取書であり、

甲は、捜査機関が行うような読み聞かせや、書面への署名押印を

求めるなど録取の伝聞性を解消する手続をとっていない（321 条 1

項参照）。328 条の弾劾証拠として用いる証拠には厳格な証明を要

するか問題となる。 

２ 補助事実は、厳格な証明を要する実質証拠とは異なるものの、

実質証拠の証明力に大きな影響を及ぼすことを鑑みると、実質証

拠と同様にその証明には厳格な証明を要すると解する。 

３ 本件では、甲は、捜査機関が行うような読み聞かせや、書面への

署名押印を求めるなどの手続をとっておらず、二重の伝聞性が残

ってしまっているので、厳格な証明の様式をみたしておらず、328

条によって証拠採用することはできない。 

 

 

  

厳格な証明を要するかという論点を提示するにあたり、読
み聞け等の手続を経ていないことを示す必要がある。本問
は 328 条以外の条文に言及する必要はないので事案分析は
この程度で足りる。 

趣旨と規範は本来別の文章で書くべきである。しかし、本
問は 4 問構成であり、各小問に割り当てられる頁数は 1 頁
ずつであるところ、小問（1）で紙幅を割いた分の節約を
ここで行った。趣旨と規範は意識的に書き分ける意識は必
要である。この論点は条文の趣旨から説明するわけではな
い点に特徴がある。 
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第３ 小問（３） 

１ 証人 C の「事故当時、信号は青だった。」との証言に対して、C

の「実は事故当時、信号は赤だった。」との供述を検察官が録取し

た書面をもって弾劾することができるか。当該供述録取書は、証

人尋問後に検察官が C の取調べを実施して作成したものである

が、このような証人の証言後に証人を取り調べて弾劾証拠を作出

することは公判中心主義に反するのではないか、328 条の弾劾証拠

として用いることのできる証拠の作成時期が問題となる。 

２ 確かに、328 条は文言上時期の制限を課していない。しかし、証

人の証言後に取調べをして弾劾証拠を作出することを認めること

は、本来公判中心主義や当事者対等の原則に反する。 

  したがって、虚偽の証言がなされた理由が判明した等特段の事

情がない限り、証言後の証人を取り調べて異なる内容の供述調書

を作成し、これを 328 条により請求することは認められないと解

する。 

３ 本件では、C が証言当時、虚偽の証言をしていたなどの事情が

ない限り、328 条によって証拠採用することはできない。 

 

 

 

 

 

 

  

時期的限界という論点を提示するにあたり、証人尋問後に
弾劾証拠が作成されていることを示す必要がある。 

問題の所在（不都合性≒解釈の必要性）を示すため、「公
判中心主義」に言及する。 

現場思考問題で考えがわかれうる問題なので「確かに」
「しかし」で論証を組み立てる。本来は「確かに」「しか
し」の順番を入れ替えたら反対説の立論になるような論証
はよくない論証だが、本問では紙幅の都合でこの程度の言
及で足りると考えた。 
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第４ 小問（４） 

１ 「事故当時、信号は赤でした。」という B の供述の記載された検

察官面前調書に対し、B の「信号は青だった。」との供述を警察官

が録取した書面をもって証明力を争うことができるか。328 条は

「公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述

の証明力を争うため」と規定しているため、同条の類推適用の可

否が問題となる。 

２ 328 条は、弾劾の対象を「公判準備又は公判期日における被告

人、証人その他の者の供述の証明力を争うため」と定めているた

め、公判廷外で作成された供述録取書の証明力を争う場面で、同

条を直接適用することはできない。もっとも、弾劾の対象が公判

廷供述であれ、それ以外の供述録取書等であれ、異なる機会に同

一人が同一の事項について矛盾する内容の供述をしている事実を

もって、当該人物の供述の証明力が減殺されることに変わりはな

い。 

  したがって、自己矛盾供述をもって公判廷外で作成された供述

録取書の証明力を争う場合は、328 条が類推適用されると解する。 

３ 本件では、「事故当時、信号は赤でした。」という B の供述の記

載された検察官面前調書に対し、自己矛盾供述である B の「信号

は青だった。」との供述を警察官が録取した書面をもって証明力を

争うことができる（328 条類推適用）。 

 
328 条類推適用の可否という論点を提示するにあたり、弾
劾の対象が供述でなく書面であることを示す必要がある。 

問題の所在（不都合性≒解釈の必要性）を示すため、条文
の文言に言及する。これで文言上あてはまらないことを示
す。 
 

類推適用のお作法として直接適用できないことに言及す
る。 

同じくお作法として類推適用の基礎があることに言及す
る。 

「もっとも」は「しかし」よりも弱めのニュアンスで論を
展開したいときに使う。 
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4 反復演習（暗記）のススメ 

 一度解いた典型論点は、事例とセットで答案例をストックしていきましょう。 

 答案例を丸々覚えるのは重労働です。そこで、答案例ではなく答案構成を覚え

ることで答案例を覚えたのと同様の効果を目指します。 

 前提として、どのような答案も骨子の部分は、ステップ 2「合格水準の答案の

構造」のような構造になります（１ 問題提起 ２ 規範定立 ３ あては

め）。 

 複数論点型の場合は、ナンバリングの階層を落とすことで対応します（１ 論

点① （１）問題提起（２）規範定立）（３）あてはめ ２論点② （１）問

題提起（２）規範定立）（３）あてはめ）。 

 各事例における論点・使う条文・趣旨・規範は覚える必要がありますが、それ

を覚えることができれば、あとは答案構成さえできれば答案例を再現するこ

とができるようになるはずです。 
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第１ 小問（１） 

１ 証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」という

証言を弾劾するために、B の「信号は青だった。」という旨の供述

が記載されている B 作成の書面を 328 条により証拠として採用す

ることができるか。328 条の対象が自己矛盾供述に限られるかが問

題となる。 

２ 328 条の趣旨は、自己矛盾供述を公判廷供述の証明力を弾劾す

るために用いるのであれば、供述内容の真実性を問題にすること

なく、同一人物が同一の事項について、公判廷外において公判廷

供述と矛盾した供述を行ったという事実を証明することで、公判

廷供述が信用できないことを立証することができるので、当該証

拠はそもそも非伝聞となるところ、自己矛盾供述であっても弾劾

証拠として用いることは許されないという厳格な立場もありえる

ため、そのような考え方を採らないことを注意的に確認的すると

ころにある。 

  したがって、328 条の対象は自己矛盾供述に限られると解する。 

３ 本件では、証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でし

た。」という証言を弾劾するために、B の「信号は青だった。」とい

う旨の供述が記載されている B 作成の書面が用いられている。B

の「信号は青だった。」という旨の供述が記載されている B 作成の

書面は弾劾の対象である証人 A の自己矛盾供述を内容とするもの

ではないので、328 条によって証拠採用することはできない。 

【答案構成例①】 

第１ 

１ A「赤」←B「青」 

 §328 自己矛盾供述 

２ 確認規定→限定説 

３ 証拠採用× 

 

 

 

 

 

【答案構成例②】 

 A「赤」←B「青」 

 §328 × 

  

この要素に点があるという
要素を抜き出す。 

典型的な論点に使われる条文
の趣旨・規範は、当然暗記し
ているので、構成に書く必要
はないが今回は思考過程をみ
せるために記載した。 

実際の構成。ここまで思い
出せれば答案を再現できる
と考えている。ただこの粒
度は人によって違う。 
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第２ 小問（２） 

１ 証人 A が公判廷で行った「事故当時、信号は赤でした。」という

証言を弾劾するために、弁護人甲が、その弁護士事務所で A から

事故の状況を聞き、「信号は青であった。」旨の A の供述を録取し

た書面を用いることができるか。当該書面は、供述録取書であり、

甲は、捜査機関が行うような読み聞かせや、書面への署名押印を

求めるなど録取の伝聞性を解消する手続をとっていない（321 条 1

項参照）。328 条の弾劾証拠として用いる証拠には厳格な証明を要

するか問題となる。 

２ 補助事実は、厳格な証明を要する実質証拠とは異なるものの、

実質証拠の証明力に大きな影響を及ぼすことを鑑みると、実質証

拠と同様にその証明には厳格な証明を要すると解する。 

３ 本件では、甲は、捜査機関が行うような読み聞かせや、書面への

署名押印を求めるなどの手続をとっておらず、二重の伝聞性が残

ってしまっているので、厳格な証明の様式をみたしておらず、328

条によって証拠採用することはできない。 

【答案構成例①】 

１ 読み聞け×（cf§321-Ⅰ） 

  §328 厳格な証明の要否 

２ 弾劾証拠は補助事実→実質証拠の評価に影響 

  実質証拠は厳格な証明 

  補助事実も厳格な証明 

３ 証拠採用× 

 

【答案構成例②】 

１ 読み聞け×（cf§321-Ⅰ） 

２ §328 厳格な証明 

 補助事実と対比 

 

 

以上 




